
富山県とサイボウズ株式会社との包括連携と協力に関する協定書 

 

 

富山県（以下「甲」という。）とサイボウズ株式会社（以下「乙」という。）

は、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲及び乙が相互の人的・物的・知的資源を有効に活用

し、緊密な相互連携と協働による活動を推進することにより、県民サービス

の向上及び地域活性化を図るとともに、行政運営の効率化に寄与することを

目的とする。 

 

（連携事項） 

第２条 甲及び乙は前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携

し、協力するものとする。 

(１)富山県における DX・データ活用の共同推進、及びその先行事例の県内市町

村や全国への波及 

(２)職員の働き方改革の推進 

(３)デジタル人材の育成 

(４)県内産業の DX 推進および生産性向上への支援 

(５)災害時における IT 支援 

(６)その他の目的達成に必要なこと 

２ 前項各号に定める事項を効果的に推進するため、甲と乙とは定期的に協議

を行うものとし、具体的な取組内容及び実施方法については、甲乙協議の

上、取組みごとに別途取り決めるものとする。 

３ 第１項各号に定める事項を推進するにあたっては、甲と乙は、県内市町村

との連携が図られるよう努めるものとする。 

 

（期間） 

第３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、有

効期間満了の１箇月前までに甲又は乙から書面による特段の申し出がなけれ

ば、有効期間が満了する日から１年間この協定を更新するものとし、その後

も同様とする。 

２ 甲又は乙のいずれかがこの協定の解約を希望する場合は、解約予定日の１

箇月前までに書面をもって相手方に通知することにより、この協定を解約で

きるものとする。 



 

（協定の見直し） 

第４条 甲又は乙のいずれかが、この協定の内容変更を申し出たときは、その

都度協議の上、その変更を行うものとする。 

 

（守秘義務） 

第５条 甲及び乙は、この協定の実施により知り得た相手方の情報のうち、適

切な表示により秘密である旨明示された情報（以下「秘密情報」という。）

を、相手方の事前の書面による承諾を得ずに、第三者に開示又は漏えいして

はならない。 

２ 前項に定める秘密情報は、口頭、通信又は視覚的に情報を開示した場合に

おいては、開示者が速やかに当該情報の内容を文書（記録媒体は問わない。）

にし、かつ当該文書において秘密である旨を受領者に通知したものをいう。 

３ 甲及び乙は、この協定が理由の如何を問わず終了した後も、第１項に規定

する義務を負うものとする。 

 

（疑義の決定） 

第６条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関して疑義等

が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、

各自その１通を保有するものとする。 

 

 

令和８年５月 21 日 

 

甲  富山県富山市新総曲輪１番７号 

富山県知事   

       新田 八朗（自署） 

 

 

乙  東京都中央区日本橋二丁目７番１号 

サイボウズ株式会社 

代表取締役社長 

    青野 慶久（自署） 


